
○熊本県警察職員の勤務時間等に関する訓令

平成13年3月21日

本部訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成７年熊本県条例第

１３号。以下「条例」という。)、熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成７

年熊本県人事委員会規則第２号。以下「規則」という。)及び「熊本県職員の勤務時間、

休暇等に関する規則の運用について」の制定について(平成７年３月１６日付け人委第

７４９号)に基づき、熊本県警察職員(地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時

間等について、必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第2条 条例第３条第２項の規定により月曜日から金曜日までの５日間において、１日に

つき７時間４５分の勤務時間が割り振られる職員(以下「通常勤務職員」という。)の勤

務時間は、午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分までとする。

ただし、特に必要があるときは、次表の区分により勤務時間を割り振ることができる。

区 勤務時間

分

早A 午前7時から正午まで

午後1時から午後3時45分まで

早B 午前7時30分から正午まで

午後1時から午後4時15分まで

早C 午前8時から正午まで

午後1時から午後4時45分まで

2 条例第４条第１項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する

必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務の区分並びに週休日及び勤務時

間の割振りの基準は、次表のとおりとする。

勤務の区分 週休日 勤務時間の割振

り

毎日制勤務（週休日を設け、かつ、 ４週間ごとの期間につき ４週間を超えな

原則として日勤勤務を割り振る勤務 ８日 い期間につき１

をいう。以下同じ。） 週間当たり38時

間45分



三交替制勤務（週休日を設け、か ４週間ごとの期間につき 同上

つ、原則として当番勤務及び日勤勤 ７日から９日まで、か

務を割り振る勤務をいう。以下同 つ、12週間ごとの期間に

じ。） つき24日

3 通常勤務職員及び特別勤務職員の範囲は、別表第１のとおりとする。

(勤務の区分等の変更)

第2条の2 所属長は、前条第３項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において、変更承

認申請書（別記様式第１号）により警察本部長の承認を受けたときは、通常勤務職員を

特別勤務職員に変更し、又は特別勤務職員の勤務の区分を相互に変更することができ

る。

(1) 通常勤務職員が条例第３条第１項の週休日又は前条第１項の規定による勤務時間

の割振りにより難い場合であって、臨時に当該職員を特別勤務職員に変更する必要が

あるとき。

(2) 特別勤務職員が別表の勤務の区分により難い場合であって、臨時に当該区分を変

更する必要があるとき。

(週休日及び勤務時間の割振りを行う職員)

第3条 条例第３条第２項の規定による職員(特別勤務職員を除く。)の勤務時間の割振り、

第４条第１項の規定による特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに条例第５

条の規定による職員の週休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、次の表の左

欄に掲げる職員が、それぞれ同表の右欄に掲げる職員について行うものとする。

割振り等を行 対象となる職員

う職員

警察本部長 警察本部、熊本市警察部及び警察学校の所属長以上の職員(企画

調査官、監察官及び政策企画官を含む。)

警察本部の所 当該所属の職員

属長

熊本市警察部 当該所属の職員

の所属長

警察学校長 当該所属の職員

警察署長 当該所属の職員(警察署長を含む。)

(週休日及び勤務時間の割振りの明示)

第4条 規則第５条第１項の規定による明示は、勤務指定表により行うものとする。

第5条 削除

(休憩時間)

第6条 条例第６条に規定する休憩時間は、正午から午後１時までとする。ただし、特別

勤務職員の休憩時間については、所属長が別に定めるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)



第7条 育児又は介護を行う職員については、第２条第１項の規定にかかわらず、別に定

めるところにより、同項と異なる勤務時間を割り振ることができる。

(指定部署)

第7条の2 規則第８条の２第１項第２号に規定する業務量、業務の実施時期その他の業務

の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務の比重が高い部署として指定する

所属は、別表第２のとおりとする。

(深夜勤務等の制限の請求)

第8条 条例第８条の２第１項から第３項まで（これらの規定を同条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る請求は、深夜勤

務

・時間外勤務制限請求書(別記様式第４号)により行うものとする。

(深夜勤務等の制限の通知)

第9条 規則第８条の２の２第４項、第８条の４第２項及び第４項(規則第８条の６におい

て準用する場合を含む。)の規定による通知は、深夜勤務・時間外勤務制限に関する通

知書(別記様式第５号)により行うものとする。

(育児及び介護の状況変更届)

第10条 規則第８条の３第３項及び第８条の５第３項(規則第８条の６において準用する

場合を含む。)の規定による届出は、育児・介護の状況変更届(別記様式第６号)により

行うものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条 条例第８条の３第１項に規定する時間外勤務代休時間の指定については、時間外

勤務代休時間指定簿(別記様式第７号)により、所属長が行うことができる。

(休日の代休日の指定)

第12条 条例第１０条第１項に規定する休日の代休日の指定は、所属長が行うことができ

る。

附 則

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。

(熊本県警察職員の勤務時間に関する訓令の廃止)

第2条 熊本県警察職員の勤務時間に関する訓令(平成５年熊本県警察本部訓令甲第４号)

は、廃止する。

(熊本県警察職員の服務に関する訓令の一部改正)

第3条 熊本県警察職員の服務に関する訓令(昭和３７年熊本県警察本部訓令甲第３２号)

の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察の当直に関する訓令の一部改正)

第4条 熊本県警察の当直に関する訓令(昭和３７年熊本県警察本部訓令甲第３３号)の一

部を次のように改正する。

〔次のよう略〕



(熊本県警察の被疑者留置に関する訓令の一部改正)

第5条 熊本県警察の被疑者留置に関する訓令(昭和５３年熊本県警察本部訓令甲第６号)

の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察の待機に関する訓令の一部改正)

第6条 熊本県警察の待機に関する訓令(昭和５４年熊本県警察本部訓令甲第１号)の一部

を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察の遺失物の取扱いに関する訓令の一部改正)

第7条 熊本県警察の遺失物の取扱いに関する訓令(平成元年熊本県警察本部訓令甲第１０

号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県地域警察の運営に関する訓令の一部改正)

第8条 熊本県地域警察の運営に関する訓令(平成７年熊本県警察本部訓令甲第７号)の一

部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令の一部改正)

第9条 熊本県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令(平成７年熊本県警察本部訓令甲第９

号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察用航空機の運用等に関する訓令の一部改正)

第10条 熊本県警察用航空機の運用等に関する訓令(平成７年熊本県警察本部訓令甲第１０

号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察通信指令室等の運営に関する訓令の一部改正)

第11条 熊本県警察通信指令室等の運営に関する訓令(平成７年熊本県警察本部訓令甲第

１１号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊本県警察本部長の権限に属する事務の専決に関する訓令の一部改正)

第12条 熊本県警察本部長の権限に属する事務の専決に関する訓令(平成１３年熊本県警

察本部訓令甲第２号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成１４年３月１５日本部訓令第２号)

この訓令は、平成１４年３月２５日から施行する。〔以下略〕

附 則(平成１４年３月２９日本部訓令第８号)

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則(平成１５年３月１４日本部訓令第３号)



この訓令は、平成１５年３月２０日から施行する。

附 則(平成１６年３月１２日本部訓令第５号)

この訓令は、平成１６年３月２２日から施行する。

附 則(平成１７年３月２４日本部訓令第６号)

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則(平成１８年３月２３日本部訓令第４号)

この訓令は、平成１８年３月３１日から施行する。〔以下略〕

附 則(平成１８年１０月２５日本部訓令第２２号)

この訓令は、平成１８年１１月１日から施行する。

附 則(平成１９年３月１４日本部訓令第３号)

この訓令は、平成１９年３月２２日から施行する。

附 則(平成１９年６月２０日本部訓令第１４号)

この訓令は、平成１９年７月１日から施行する。

附 則(平成２０年３月１８日本部訓令第４号)

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。

附 則(平成２１年３月１３日本部訓令第３号)

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。

附 則(平成２２年３月２３日本部訓令第６号)

この訓令は、平成２２年３月３１日から施行する。

附 則(平成２２年３月３１日本部訓令第１０号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)

により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。

附 則(平成２２年６月３０日本部訓令第１３号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成２２年６月３０日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)



により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。

附 則(平成23年3月14日本部訓令第5号)

この訓令は、平成２３年３月２２日から施行する。ただし、第１条中別表第２捜査第一

課の項の改正規定（「刑事調査指導係 刑事調査第一係 刑事調査第二係 刑事調査第三

係」を「検視指導係 検視第一係 検視第二係 検視第三係」に改める部分に限る。）及

び

第２条中別表警察本部捜査第一課の項の改正規定は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則(平成24年3月12日本部訓令第1号)

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則(平成25年3月18日本部訓令第3号)

この訓令は、平成２５年３月２９日から施行する。

附 則(平成25年11月7日本部訓令第11号)

この訓令は、平成２５年１１月１８日から施行する。

附 則(平成26年3月17日本部訓令第3号)

この訓令は、平成２６年３月２８日から施行する。

附 則(平成27年3月13日本部訓令第1号)

この訓令は、平成２７年３月２４日から施行する。

附 則(平成28年3月11日本部訓令第2号)

この訓令は、平成２８年３月２２日から施行する。

附 則(平成28年6月7日本部訓令第9号)

この訓令は、平成２８年６月７日から施行する。

附 則(平成29年3月21日本部訓令第5号)

この訓令は、平成２９年３月３１日から施行する。

附 則(平成29年3月24日本部訓令第6号)

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則(平成30年3月19日本部訓令第5号)

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則(平成29年7月24日本部訓令第14号)

この訓令は、平成２９年７月２４日から施行する。



附 則(平成30年11月13日本部訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成３０年１２月１日から施行する。

(熊本県警察官の拳銃等の取扱いに関する訓令の一部改正)

2 熊本県警察官の拳銃等の取扱いに関する訓令(平成元年熊本県警察本部訓令甲第１号)

の一部を別紙３のとおり改正する。

附 則(平成31年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則(令和2年3月6日本部訓令第4号)

この訓令は、令和２年３月１８日から施行する。

附 則(令和2年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則(令和2年6月30日本部訓令第11号)

この訓令は、令和２年７月１日から施行する。

附 則(令和3年3月19日本部訓令第3号)

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

※ 別表・別記様式・別紙（略）


